平成２１年度　第８回部長会（概要報告）
・日  時　　平成２１年１０月１９日（月）午前９時～

・場　所　　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・病院事業管理者・水道事業管理者・各部局長等
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田中市長あいさつ

みなさん、おはようございます。

１０月も中旬を過ぎ、朝夕の冷え込みもあり、少し肌寒く感じる季節になってまいりました。スポーツ・文化の秋と言われますが、先日には、東京都が２０１６年のオリンピックの招致に破れ、ブラジルのリオデジャネイロでの開催が決まりましたが、今度は、広島・長崎が共催で立候補をするのではとの報道がされています。こどもたちが、国際大会などにふれスポーツに親しみを持ち、またそれに取り組みことは、すばらしいことですので、是非とも日本での開催が実現されることを期待しています。

また、このところ各種スポーツ大会で好成績を残された方の表敬訪問を受けることが多く、八尾はスポーツが盛んであると改めて感じております。

私自身も、今月、市民スポーツ祭を回らしていただき、ご挨拶をさせていただくとともに、いくつかの競技にも参加させていただきました。

市民スポーツ祭の意義は、一つに地域の交流であり、二つ目は世代間の交流で、三つ目は日ごろの運動不足の解消と考えています。開催にご協力いただいた地域の役員の皆さんには、大変ご苦労をおかけしましたが、天候にも恵まれ多くの市民の皆さんの参加を得て大いに盛り上がった大会となり、大変喜んでおります。

次に、八尾市では平成２１年１０月より、５種分別から８種分別になりました。
今回は、容器包装プラスチック、ペットボトル、簡易ガスボンベにスプレー缶と３種類が加わりましたが、市民の皆さんへは、ごみを減量することで、１トンに付き１４,２００円の焼却費が減額されることで、財政的に効果があることと、簡易ガスボンベ・スプレー缶を分別回収することで、パッカー車や焼却場での火事や爆発が無くなり、安全性が保たれることを訴え、協力を求めています。職員の皆さんにもそのことを周知徹底願いたいと思っています。

また、先般の台風接近にあたっては、八尾では特段の被害もなくほっとしておりますが、徹夜で対応に当たっていただいた職員もいるとのこと、防災や水防関連、避難所の担当職員のみなさんには大変ご苦労様でした。一言お礼を申し上げます。

１０月２日に発表された大阪の工業（平成２０年調査）速報において、八尾市の製造品出荷額等が平成１９年に引き続き大阪府で３位になったという情報が入りました。先日はビジネスマッチング博も開催し、会場は大盛況でしたが、ものづくりのまち八尾をさらにアピールする機会として今後も取り組んでいきたいと考えています。

○　新政権による補正予算について

　国において、今年度の補正予算の取り扱いや次年度の予算に関する報道が連日されておりますが、子育て応援特別手当については、執行停止が決定されたとの通知もありました。本市での対応についても至急判断する必要がありますが、平成２１年度補正予算の凍結・組み換えや、平成２２年度予算編成に対して、近畿市長会を通じ緊急要望も行っています。各部局においても国の動向には十分注意を払っておいてください。私自身が先頭に立って、国・府に要望要請をしていきたいと思っていますので、何か動きや情報があれば速やかに報告をお願いしておきます。

○　新型インフルエンザ対策について

　日本各地で感染拡大や大流行の兆しが見られる新型ンフルエンザについてですが、ワクチン接種が１０月より始まり、市民の皆さんからの問い合わせも多くあると思いますが、よろしくお願いしておきます。また、大規模な流行に備えた医療従事者の確保・連携については、その財源も含め方針を示すよう「新型インフルエンザに対する万全の対策を求める決議」などで要望していますが、市内での関係機関との連携についても準備を怠ることなく対応を図っていただくよう改めて指示しておきます。

○　予算要求について

次年度の予算要求が始まっていますが、厳しい経済状況を反映し、市民税の落ち込みが予想を上回るなど厳しい財政状況が続いていますので、各所属においては予算計上事業について不要不急の観点から再度点検を行い、予算要求に当たっていただきたいと思っています。そのような中にあっても必要なものには財源を割くとの想いから、シーリングについても投資的経費の維持補修にかかる費用についてはカットしないとするなど、一定配慮したものとしていますので、各部局配当枠もあることから十分部局内で議論を進めてください。

○　暴力団排除に関する合意書について

八尾市では、「市行政への暴力団等の関与は許さない」との方針のもと、全庁を挙げて行政対象暴力、とりわけ暴力団の排除に向けて懸命に取り組んできましたが、９月３０日、「八尾市が締結する契約等からの暴力団排除に関する合意書」に八尾市と府警本部・八尾警察署が調印しました。「暴力団の不当介入は許さない」とする強い意思の元、職員の皆さんにも業務にいそしんでもらいたいと考えています。
○　決算委員会について

議会からは、決算委員会の資料請求もされ、まもなく委員会も開催されますが、資料などの提出に当たっては数字などのケアレスミスがないよう再度確認の徹底をお願いするとともに、前年度の指摘事項への対応など、答弁についても準備をお願いしておきます。

 eq \o\ad(案件,　　　　)
１   八尾市暴力団等排除措置要綱の制定 並びに 八尾市が締結する契約等からの暴力団排除に関する合意書の締結について
芦田総務部長
本市においては、指定管理者の指定及び一般廃棄物処理業者の許可において、既に条例施行規則により欠格事由及び許可の基準を定め暴力団等の排除に取り組んできたが、市が発注する建設工事をはじめとした全ての契約から暴力団等の介入を排除するため、八尾市暴力団等排除措置要綱の制定に向け、関係機関と連携を図りながら検討を進めてきたところである。

合わせて、契約の相手方や指定管理者の指定及び一般廃棄物処理業者の許可にあたり、代表者又は役員等が暴力団等であるか否か等を照会・回答及び通報できる連絡協議体制を確立するため、八尾警察署及び大阪府警察本部と「八尾市が締結する契約等からの暴力団排除に関する合意書」の締結に向けて協議を進めてきたところである。

既に全課メールにて通知させていただいたところであるが、合意書については、去る９月３０日に市長、八尾警察署長、大阪府警察本部捜査第四課長の三者にて調印式を執り行い締結するとともに、暴力団等排除措置要綱についても、１０月１日から施行したところである。

合意書についての概要は、本市から八尾警察署への照会や八尾警察署から本市への回答・通報方法について定めるとともに、排除要件等に該当した業者の八尾警察署からの排除要請や入札等排除者の公表等を規定している。

要綱については、別紙資料のとおりであり、概要は①あらゆる調達契約等からの暴力団の排除、②下請負等の禁止、③不当要求に対する報告・届出の義務化、④排除措置要件に該当する場合の契約解除、⑤警察との連携強化、⑥入札等排除措置業者の公表等を規定している。

今後は、当合意書並びに要綱等に基づき、本市が締結する全ての契約等から暴力団等の介入を徹底して排除していきたいと考えているので、ご協力をお願いする。

　具体的な運用方法の詳細については、後日各課に連絡をさせていただくが、特に今後、契約を結ぶ場合においては、契約書の契約解除条項部分に「八尾市暴力団等排除措置要綱の排除措置要件に該当する場合は契約を解除できる。」などの文言の追加が必要となり、契約事務を行っている担当者へは本件について十分留意して、今後、事務を進めていただくよう、ご指示をお願いする。

※光久政策推進担当部長
　本市では、ある事象の反省に立って暴力団排除等について、本市の姿勢を明確にするとして、公の施設の指定管理者制度に関する基本指針において記載しており、各所管において具体的な運用を行ってきている。

　今回、合意書の締結と運用要綱の制定がされているが、工事請負契約に限らず、指定管理者や一般廃棄物処理業者等の許可にあたり、照会が出来るとの報告となっている。

　要綱においては、あらゆる調達契約に際しての暴力団排除になっており、この「あらゆる」の中に指定管理者や一般廃棄物処理業者が含まれているのか。

　また、指定、許可なので、含まれていないとすれば、各所管から八尾警察署に契約締結に際して直接、照会をするという考えでいいのか。

排除要綱第１２条の趣旨では、指定管理者の指定を受けている団体との指定を取り消すことにつながるが、その辺りの連携はどう考えればいいのか。

⇒芦田総務部長　
　まず、指定管理者の指定と一般廃棄物処理業者の許可であるが、現在も個別に八尾警察署に照会を行っているが、基本的には合意書に定める様式で行うことになるが、詳細は今後、調整してまいりたいと考えているが、指定管理者の指定については、最終的に総務課から一括で、また、一般廃棄物処理業者の照会は担当部局から、それぞれ照会しており、これまでの様式を添えた形でこれまでどおりの手法で照会してもらえばと考えている。その他の照会についても、全ての照会をバラバラで行わず、総務課に相談いただき、総務課から照会をする手法で考えている。

また、排除要綱第１２条の契約解除であるが、今後は契約書に解除できる旨を追加していただくことで、排除要綱が自主的な役割を果たすとともに、積極的なものにしていきたいと考えているので、よろしくお願いする。

２　職員の喫煙マナーの徹底について
 　　　　　　　　　　　　山本人事担当部長

※原副市長
　これについては、これまでも再三再四指摘をしているところであり、厳守をお願いしたい。

３　共同募金（赤い羽根）への協力について
　　　　　　　　　木村健康福祉部長

赤い羽根の共同募金については、昭和２２年の運動依頼、地域福祉の推進を目指して、住民のみなさまや企業などの支援と参加を得て、毎年１０月から実施しているところであり、市職員の方々にも一方ならぬご協力を得ているところであり、心からお礼申しあげる。

　　　共同募金会においては、毎年目標額を設定（本年度は１３，８００千円）し、鋭意努力しているところであるが、現在の厳しい社会・経済情勢を反映し、年々募金額が減少し、目標額の達成が難しくなってきている。

　　　このため、募金会においては対応策を協議し、今年度から案件書に記載しているとおり、新たな取り組みとして、出張所、市民サービスコーナー、消防本部及び水道局に募金箱を設置するとともに、職員に対する募金袋の回覧方式（緑の羽根募金と同様の取り組み）による協力をお願いすることとなった。

　　　なお、募金箱については、既に協力方を依頼し設置済みであるが、募金袋の回覧については、後日、本日資料として提出している依頼文を添付して、庁内の各所属に対して協力方をお願いする予定であるので、よろしくお願いする。

　　　募金の配分事業については、案件書に参考として記載しているのでご参照いただきたい。
４　その他案件

（１）平成２１年度防災訓練の実施について 　　　　　　　　　　　芦田総務部長
　これまで、防災訓練については、『防災とボランティア週間』や『防災月間』の属する１月、又は９月に実施しているが、今年度の防災訓練については、平成２２年１月３１日（日）の午前９時から大阪府中部広域防災拠点で実施する。

今年度の防災訓練については、市内に大規模な地震が発生し、公共交通機関等における集団災害の発生や周辺家屋が多数倒壊したことにより、日常の救急医療の範囲を超え、多数の傷病者が発生したとの想定に基づき、トリアージや応急処理など適切な対応を行うとともに、災害時要援護者の安否確認等の訓練を行うものであり、特に、医療機関など関係機関との連携強化や、周辺住民による安否確認等を実践することを目的とする。

現在、消防本部及び消防署と訓練内容等の協議を進めており、今後、関係部局に訓練参加協力の要請を行う予定である。

また、例年、各部局から応援職員をお願いしているが、現在、応援職員の体制について検討を進めており、あらためて来月の部長会で協力をお願いしたいと考えている。

なお、各部局長への開催案内は、適切な時期に送付を予定しているので、出来るだけ多くの参加

をお願いする。

　※原副市長
　　自主防災組織の活動内容がよく分からないという意見がタウンミーティングで出ていたが、当日は自主防災組織も来てくれるのか。

　⇒芦田総務部長

　　その予定である。

　※野村水道事業管理者

　　中部広域防災拠点で開催するということで、例年より大きな規模でと考えているのか。

　⇒芦田総務部長

　　細かいところまでは調整できていないが、周辺の自主防災組織も参加いただくことから、その意味では規模が大きくなると考えている。

　※野村水道事業管理者
　　中部広域防災拠点で開催することもあり、例年より広域な横の連携を望みたい。

　※田中市長

　　医師会、市立病院、徳洲会や医真会との連携はどうか。

　⇒芦田総務部長

　　これまでも大きな病院については参加をしていただいている。

　※田中市長

　　特に医真会の理事長からは、以前から自主的な要請の意向も聞いており、是非参加をお願いしたい。

　　また、一般市民の見学や参加は可能となっているのか。

　⇒芦田総務部長

　　市民の自主的な参加は重要であり、我々も従来から市民と一緒にやりたいと考えており、また基本的な流れはそうあるべきだと考えている。出来るだけ多くの方が参加できるようＰＲしていきたい。

　※田中市長
　　市民スポーツ祭で消防が考案いただいた防災ゲームが市民の皆さんに非常に好評であった。

　　自分も参加したが、緊急に担架を作るなど、多くの市民の皆さんも勉強になったのではないかと思う。是非市民の皆さんに参加していただき、経験もしていただくことが、災害時には大事であると思うので、よろしくお願いする。

　※光久政策推進担当部長

　　今回、初めて防災拠点で行われるということに加え、訓練内容をみても従来とは異なり、参加型の防災訓練になっており、期待できると思う。

（２）議員等への式典の案内等について 　　　　　　　　　　　　芦田総務部長

　議員等に、市が主催する式典等に来賓として出席していただく場合にあっては、来賓者であることを明確にするため、必ず肩書きを併記したうえで、ご案内いただきたい。

　　 また、式典の趣旨や目的を限られた時間内で効果的に達成するという式典の意味合いを考慮し、式典等における来賓者（市議会議員）の個別紹介については、可能な限り簡素化させていただく方向で統一したいと考えており、事前に総務課との調整をお願いする。

　　 あわせて、式典等に出席される国会議員（衆議院議員）については、他市の状況等も考慮し、今後、任期数順（谷畑議員、長尾議員の順）でのご紹介に統一したいと考えており、式典の多い商工会議所にも市の考えを伝えたところである。部内の所属にも間違いのないよう周知をお願いする。

　※木村健康福祉部長

　　この件についてはお詫びを申し上げたい。９月に行った敬老祝寿式、１０月の戦没者追悼式における案内状の送付、来賓の紹介、席順について、議長を始め関係者からご指摘、苦言をいただき、恐縮している。二度とこのようなことが起こることのないよう注意してまいりたい。

　※原副市長

　　どうしても前例踏襲主義になりがちであるが、式典本来の趣旨も考え、この際、見直しすることも必要だろう。

　※野村水道事業管理者

　　共催の式典などで八尾市が主に行う場合も事前に総務課と調整が必要なのか。

　⇒芦田総務部長

　　市が主催する式典ということで報告をさせていただいた。したがって、他団体と共催する場合や付随的に市が参加する場合は、それぞれで判断いただいたらいいが、八尾市の考え方は意見として述べてもらいたい。

　※田中人権文化ふれあい部長

　　祝電の取扱いであるが、文化の日や年賀交礼会などでは祝電は掲示のみであるが、他の式典では祝電を披露している。出来れば統一的な対応をした方がいいのではないかと思う。

　※田中市長

　　政治家の皆さんからすると、祝電では名前や文案を読んでもらいたいという思いはあるが、今後は祝電については会場内に掲示し、その旨お伝えすることで統一をお願いする。

　　また昨日の式典では、市が主催ではなかったが、壇上の来賓を誰も紹介しなかった。

　　式典については、来賓紹介をはじめ、もう一度それぞれの式典をチェックする必要があると思う。この間、いろいろと続いているので、もう一度、式典を見直してもらいたい。

　　それから、従来から府議会議員は得票順、市議会議員の方は議席順でそれぞれ紹介しており、加えて、説明にあったように、国会議員（衆議院議員）の紹介は期数順ということなので、あらためて統一をお願いする。
　※芦田総務部長

　　それと来賓紹介については、個別の式典で異なるものの、基本的に壇上の来賓は紹介し、それ以外の来賓は、個別紹介に代えて、たとえば案内状に記載することで省略させていただくなど対応をお願いしたい。

　※田中市長

　　当日の式次第やパンフレットなどに来賓名簿を印刷し、それに代えることで紹介の簡素化が可能になるし、来賓の皆さんにもご理解はいただけると思う。

　※芦田総務部長

　　これという答えがない中で、できるだけ簡素化していきたいと考えているので、事前の調整だけはご協力よろしくお願いする。

　※津田監査事務局長

　　簡素化という趣旨でいうと、あくまで私見ではあるが、式典で挨拶された来賓をその後の来賓紹介で再度ご紹介しているのは、どうなのかと思うが・・。

　※芦田総務部長

　　その考えは理解できるものの、式典の流れもある。挨拶後の紹介で、来賓が並ぶ中でその方だけが抜けてしまうのもいかがか。そこらも含めて、いろいろ検討しながら考えていきたい。

（３）（仮称）八尾市男女共同参画推進条例について 　　　　　　田中人権文化ふれあい部長

一言、お礼とご報告を申し上げる。

本市の男女共同参画推進については、推進本部を設置いただいて各施策の推進を図っているところであるが、既にご承知のとおり、本年度は推進本部会議にて(仮称)八尾市男女共同参画推進条例(案)のご検討をいただいている。

本件については、男女共同参画施策推進本部にて資料をお示しし、推進本部及び同幹事会でいただいたご意見を踏まえ、(案)を作成し、９月８日～１８日の１１日間にわたり、庁内意見募集を行ったところである。

その結果、庁内から、１７件のご意見をいただき、その内容については、事務局にて整理させていただき、過日本部会議決定をいただいたところである。

各位におかれては、大変ご多忙のところ、ご協力いただき感謝申し上げる。

なお、９月２８日～１０月１３日にわたって、パブリック・コメントを実施し、その結果をもとに検討委員の会を開催し、改めて本部役員並びに幹事各位にご報告させていただき、当初予定どおり１２月市議会定例会には議案を提出する予定で作業を進めているので、よろしくお願い申し上げる。

　また、大変遅くなったが、従前から整理をしている審議会・協議会の女性の登用状況についての資料がまとまり別添のとおり提出させていただくので、合わせてよろしくお願いする。

　※田中市長

　　農業委員など、選挙で選ばれる以外の委員については、積極的に女性の登用を図ってもらいたい。意識的に、かつ、高い目標を置きながら、女性登用を推し進めてほしい。

　　それと、資料には自らで対比がわかるように、前年度の数字も掲載してもらいたい。

（４）国際交流事業について 　　　　　　　　　　　 　　　　　田中人権文化ふれあい部長
国際交流事業について、ご報告申し上げる。

　  ６月の部長会において、本市の姉妹友好都市の交流事業等の一年間の予定をご報告させていただいたが、１１月に予定している嘉定区との青少年交流事業について、新型インフルエンザの感染が市内の学校に広がっているなどを考慮し、嘉定区とも協議を行い、派遣と受入の両方の事業について、延期することとしたので、ご報告させていただく。
なお、同じ１１月に予定していた嘉定区への交換職員の派遣についても、同様に延期したので、併せてご報告させていただく。
当初予定

1 嘉定区青少年交流団受入事業　１１月１１日（水）～１４日（土）

2 八尾市青少年交流団派遣事業　１１月１８日（水）～２１日（土）

3 八尾市交換職員派遣　　　　　　　１１月１８日（水）～２７日（金）
（５）公共施設の緑化状況調査について 　　　　　　　　　　　 　田畑土木部次長

公共施設の緑化については、八尾市緑化条例に基づき、民有地よりも高い緑化基準を設けて緑化に努めていただいている。

公共施設の緑化状況については、平成８年度に調査を行ったが、前回の調査から相当年月も経過しており、又将来の緑化施策に向けての基礎根拠資料として緑の現状を把握するために、公共施設の緑化状況の調査を行ってまいりたいと考えている。調査については、前回の内容をベースに、維持管理状況等についてもお聞かせいただく内容を考えており、１０月初旬より担当者が直接、関係各所属へ調査票を持ち、説明に回っており依頼はすでに行っている。

主旨を御理解のうえ、ご協力よろしくお願いする。

　※原副市長
　　これは学校も調査対象となっているのか。また、緑化率は何をもって決めているのか。

　⇒田畑土木部次長
　　学校も対象としている。緑化率は面積で算定しているが、現在の数字が古くなっているので、今回新たに調査をさせていただきたい。
　※田中市長

　　学校の芝生化も緑化率に加味されるのか。
　⇒田畑土木部次長
　　加味される。
（６）ビジネスマッチング博への出席お礼　　　　　　　　　　　　門田経済環境部長
　　市長をはじめ各部局長には忙しい中、出席をいただき、お礼を申し上げる。

おかげさまで出展企業も昨年より増えたほか、来場者も昨年より２００人多い８，８００人が来られ、盛況のうちに終えることができた。また当日、近畿経済産業局長が田中市長と名刺交換いただけるなど、昨年にはなかったこともあり、また近畿経済産業局長も４０分視察され、八尾市の企業に興味も持たれ、近々企業をまわりたいとの発言もあった。
（７）ホームページへの掲載について　　　　　　　　　　　　　　　光久政策推進担当部長
　　部長会での案件内容については、各部局において報告あるいは伝達がされていることと思う。

市の目指すべき方向等を職員が情報共有するため、積極的に、引き続き行っていただきたい。

　一方、市民にも地方分権の時代、市の進めようとしている内容を知っていただくため、部長会の会議録を市ホームページに掲載しているが、スピードが求められる時代であり、出来るだけ早く掲載していくことを心がけたいと思っている。

　　また、他の会議等においても、会議資料、会議録の掲載について、出来るだけ早く掲載していくことで庁内対応を図っていければと思っている。

　※田中市長
　　部長会の概要は、トップ会議レポートとしてホームページに掲載しているが、さらにこの間詳しく掲載しており、以前と比べれば誰がどのような発言をしているのか、そこまでも掲載している。
　　また、この間、ホームページへの掲載について見直しを指摘させていただいているが、同じ学校のホームページでも詳しいところもあれば、そうでないところもあるなど、出来れば統一をしていただきたいし、また、情報を得るのに階層が非常に深いものもあり、市民にとって見やすくするにはどうすればいいのかを各部局で見直しを指示しているが、まだまだ出来ていない状況である。市民目線に立って、もう一度見直しをお願いする。

（８）その他

パソコンの閲覧制限について（山本人事担当部長）
　　ビジネスマッチング博でいただいた会社紹介のＤＶＤをパソコンで再生しようとしても、制限がかかって見ることができない。ＵＳＢも同様に制限されている。難しい側面があることは理解しているが、どのように考えているのか聞かせてもらいたい。
　※田中市長

　　基本的にはタイムリーに情報を得ることが必要だと思う。ログ管理は全部出来るはずで、ホームページの制限をフルオープンにしても誰がどこを見ているかは分かるようになっており、全部記録できる仕組みになっているはずだ。すべてが無理なら、せめて部長だけはフルオープンしてはいかがか。情報システムで検討をしてもらいたい。

　※浅川市政情報課長
　　インターネット閲覧についてはフィルタリングソフトで制限している。過去、職場のパソコンから職員が不適切な文言を書き込んだという苦い経験があり、それ以降強いフィルタをかけているのが事実である。なお、フィルタは個々のパソコンで対応しており、決して全てのパソコンが見ることができないという状況ではない。ただ、どのあたりまで制限を解除するのかなど、持ち帰り検討したい。また、ＵＳＢについても、情報入手など利便性が拡大される一方で、ＵＳＢからのウイルス侵入も増えており、ハード的な対応も含めて検討をしたい。















